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第２回債権者集会概要報告 
 

平成２９年９月１２日 
 

弁護士	 平栗	 敬子 
 

	「グルメンピック２０１７」の総合企画会社であった破産者大東物産株式会社（以

下「破産者」とします。）の第２回債権者の概要を、下記のとおり報告いたします。 
記 

１	 日	 時：平成２９年５月２３日１３：３０～１４：００頃 
 
２	 場	 所：東京家庭裁判所５階債権者集会場１ 
 
３	 破産管財人笠井弁護士からの報告（報告書「財産目録及び収支計算書」ご参照） 
（１）第１回債権者集会（本年５月２３日）後集会当日までに行った破産管財業務

の概要 
	 	 ①	 引越キャンセルに伴う前渡金の回収	 １７万１７２０円 
	 	 	 	 平成２９年 1月４日、破産者の事務所を移転する際、大須が、 (株)サカイ

引越センターに対し、引越費用を前払していたが、自分たちで引越をしてお

り、引越作業をキャンセルした。そのため、前払いした引越費用を回収した。 
	 	 ②	 会場費の回収 
	 	 	 ア	 東京会場味の素スタジアムの管理会社である(株)京王エージェンシーに

対し、「ブレンディ広場会場費」として支払われていた２７０万円につき、

キャンセルされたことから同会場費の返金につき交渉した。約定では、キ

ャンセルしても返金しないとされているが、被害者救済のために粘り強く

交渉し、平成２９年７月３１日、半額である１３５万円を回収することが

できた。 
	 	 	 イ	 大阪会場舞洲スタジアムの管理会社である美津濃(株)に対し、会場費と

して支払われていた２６８万３５３０円につき、キャンセルされたことか

ら同会場費の返金につき交渉した。約定では、キャンセルしても返金しな
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いとされており、強硬に返金は固辞されたが、東京会場での返金もされた

ことから、平成２９年８月１０日、ほぼ半額である１３４万円を回収する

ことができた。 
	 	 ③	 元申立代理人弁護士２名を相手方とする否認請求の申立 
	 	 	 	 破産申立代理人であった大森・山根弁護士は、弁護士費用として、１２７

１万１６００円を受領しており、第 1回債権者集会前に、交渉により５００
万円を回収したが、債権者集会以前に代理人を解任されていること、債権者

集会においても、弁護士費用が高額に過ぎるとの意見が多々あったことから、

平成２９年６月２８日、東京地方裁判所に対し、否認請求申立をし、同年７

月２４日に和解が成立し、適正な弁護士費用は３００万円及び消費税とされ

た。その結果、同弁護士らから、４０７万１６００円を回収することができ

た。 
	 	 ④	 破産者関係者に対する報酬等の返還請求交渉 
	 	 	 関係者らは、身柄拘束中であるが、田邊、髙木は代理人に対し、大須に対

しては本人の勾留場所に通知書を送付しているが、回収には至っていない。 
	 	 ⑤	 税務申告 
	 	 	 破産者は、帳簿もなく、申告もしておらず、これから税理士に依頼すると

なると、更に税理士費用が必要となり、配当原資が減少することから、税務

署に対しては、課税額０円として申告した。 
	 	 ⑥	 債権調査 
	 	 	 現時点で認める債権額の合計は７６７１万４５９０円である。未だ届出さ

れていない被害者がいれば、連絡して欲しい。 
（２）破産者関係者に対する刑事事件の経過 
	 	 	 報告書のとおり。 
	 	 	 非常に悪質な事件と考え、沖縄の PC も任意提出するなど、全面的に警察の
捜査には協力してきた。 

（３）現時点で未了の換価・回収業務 
	 	 ①	 破産者関係者に対する報酬等の返還請求 
	 	 	 	 刑事事件の中で、金の流れが解明できてから交渉することを検討している。 
	 	 ②	 財団債権たる公租公課等の確定・支払 
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	 	 	 	 近日中には、金額は確定する。数万円にとどまるものと思われる。 
	 	 ③	 警察に任意提出中の動産類の換価 
	 	 	 	 沖縄事務所の PCや電話機等。大した金額にはならないと思われる。 
（４）今後の破産手続の見込み 
	 	 	 上記（３）につき、債権回収を続行する。 
 
４	 質疑応答	  
	 Ｑ１	 いつ頃どの程度返還されるか？ 
	 	 Ａ	 破産者関係者らから回収できる金額による。支払能力があるかが問題。警

察は個人資産の調査もしているようであり、刑事事件の進行次第というとこ

ろもある。 
	 Ｑ２	 手続きが長引くことによって余計な費用が発生するのではないか？ 
	 	 	 	 管財人報酬が増額するのではないか？ 
	 	 Ａ	 税金以外は大きい出費はない。管財経費も節約している。 
	 	 	 （裁判官）管財人報酬は、管財業務が終了した時点で、内容、回収した金額

等から総合的に金額を決定するものであり、時間が長引いたから高額とい

うわけではない。 
	 Ｑ３	 関係者らへの報酬金額は？財産を隠匿しているのではないか？ 
	 	 Ａ	 正確にはわからない。それぞれの言い分が異なる。 
	 	 	 	 警察で金の流れも含め、捜査している。 
	 	 	 	 警察の捜査に期待している。所在がわかれば、法的手続きをとる。 
	  
５	 次回債権者集会 
	 	 第３回債権者集会は、平成３０年１月２３日（火）１３：３０から東京家庭裁

判所５階債権者集会場１で行われる。 
以	 上	

	


